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令和６年２月 

只見川電源流域振興協議会  

この手引きは、「つながる奥会津支援制度」の申請、実施、報告にかかる事務

手続きを解説したものです。 

制度の運用にあたり必要な事項をまとめていますので、必ずお読みください。 

運用事例が蓄積されるにしたがい、本手引書は内容の充実を図っていきます。 
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I. つながる奥会津支援制度とは 

奥会津における広域観光連携事業の実施を促し、事業の自立・自走化、継続

化につなげるため、各町村や観光協会、民間団体、民間企業等が申請する実施

計画に対して支援を行う、支援事業です。 

奥会津に関わる多様な主体が“つながって取り組む（連携する）”ことで、

奥会津がもっと多くの人と“つながる（関係人口の拡大）”ことを目指して、

「つながる奥会津支援制度」と名付けました。 

 

具体的には、奥会津地域内で実施する広域観光連携のアイディアに対して、

只見川電源流域振興協議会の予算を用いて実証事業を行うことができます。 

 

 

たとえば・・・ 

 奥会津全域の食材を活用した商品開発をしたい 

 奥会津の公共交通網をフォローするシェアカーを導入したい 

 イベント時に周遊バスを走らせたい 

 

 

100 年後も活力に満ちた豊かな奥会津であるために、 

広域で連携することで、観光まちづくりの取り組みを強化しましょう！ 

 

 

 

つながる奥会津支援制度は、 

自立・自走・継続する事業の実証に対して支援するものです。 

・ 本支援事業での実証事業をきっかけとして、奥会津地域で末永く活動を継続し

ていただくことを想定しています。 

・ そのため、「実証事業期間中にどのように活動の基盤を固めていくか」、「実証

事業期間終了後はどのように活動を展開していくか」、という長期的な視野を

持つことが大切です。 

・ 実証事業を進めながら、実証事業終了後の自走体制についてもみんなで考えて

いきます。 
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II. こんな事業が対象です 

1. 支援対象となる事業 

・ 奥会津地域の観光まちづくりに資する広域連携事業が対象です。「奥会津地域

における広域観光連携の指針」p.3-4 に、「奥会津地域が観光振興に取り組む

意義」と「奥会津地域における広域観光連携の意義」が書かれています。これ

らに合致する事業が対象となります。 

・ みなさんからの申請を受け付ける事業区分は「類型 B」となり（※）、「①奥会

津地域の観光マーケティングに資する事業」、「②奥会津地域の人財育成に資す

る事業」、「③奥会津地域の観光客受け入れの環境整備に資する事業」、「④奥会

津地域の資源を活用したコンテンツ開発に資する事業」、「⑤奥会津地域の観光

情報の発信に資する事業」が対象です。 

・ 奥会津 7 町村のうち、2町村以上のエリアにまたがって展開する事業を対象と

します。 

 

※なお、奥会津振興センターは自ら申請者となり、7 町村全域に関わる「①奥会津地

域の観光マーケティングに資する事業」、「②奥会津地域の人財育成に資する事業」、

「⑤奥会津地域の観光情報の発信に資するもの」を行います。これを「類型 A」と

呼びます。 

 

 

 

図 奥会津地域における広域観光連携の意義 

  

イメージ強化
多様性・

受入ﾒﾆｭｰ強化
事業の効率化

①観光ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ②人財育成 ③受け入れ環境整備

④コンテンツづくり ⑤情報発信
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2. 支援対象外の事業 

・ 奥会津地域の 1 町村のみを対象とする事業は対象外です。 

 

 

3. 支援期間 

・ 実証事業の期間は最大３年間となります。 

・ 実施事業は単年度ごとに選定しますので、継続事業でも毎年度申請していただ

きます。実証事業実施２年目以降は、前年度の成果と反省を踏まえ、発展性の

ある実施計画を立てる必要があります。 

 

 

4. 申請団体の種類 

・ 申請団体の種類によって、本制度運用上の差異はありません。 

・ いずれの団体の場合も、申請にあたって、団体内部での合意形成が図られてい

る必要があります。 

各町村 柳津町、三島町、金山町、只見町、昭和村、南会津町、檜枝岐村 

観光協会 奥会津７町村の観光協会またはそれに類する組織 

民間団体 公の機関でない、ある目的のためにまとまった 2 人以上の集まり。

ただし、政治活動や宗教活動、暴力的不法行為等を行うことを主

たる目的として設立されたものを除く。 

・NPO 法人、商工会、実行委員会など 

民間企業 個人事業主、法人 

 

 

5. 経費の考え方と事業実施体制 

・ 実証事業の実施にかかる経費は、全額只見川電源流域振興協議会予算を充当し、

奥会津振興センターが予算の管理及び契約・支出行為を行います。 

・ 事業選定後、申請者と奥会津振興センターが協議を行い、事業実施体制や実施

方法等を調整します。 

・ 事業実施にあたっては、法令等に基づき、公募により業務受託者を選定する場

合があります。 

・ なお、経費の考え方や事業実施体制については、本制度の運用を行う中で、よ

り良い進め方を検討していきます。 
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III. 申請から事業実施後までの流れと手続き 

おおまかな流れは次の通りです。 

 

 

ご相談は随時承ります。いつでもご連絡ください！ 

 

 

 

 

 

 

相談
•随時相談を承ります。下記の窓口までいつでもご連絡ください。

申請
•「つながる奥会津実施計画書」を提出してください。

ﾋｱﾘﾝｸﾞ
•申請内容の詳細について、ヒアリングを行います。

事業選定
•「実施計画書」をもとに、推進会議にて実施事業を選定します。

実施概要
確定

•申請者と奥会津振興センターが協議を行い、事業実施体制等を検討します。

•推進会議にて事業概要（実施事項、実施体制、ｽｹｼﾞｭｰﾙ、予算等）を確認します。
※なお、法令等に基づき、公募により業務受託者を選定する場合があります。

事業実施
•関係者間で適切に連絡調整を行いながら事業を進めます。

実施報告
事業評価

•「つながる奥会津実施報告書」を提出していただきます。

•推進会議にて評価・検証し、実施者にフィードバックします。

追跡調査
報告

•事業の実施状況を確認するため、実証事業完了の翌年度から３年間、所定の時
期に「つながる奥会津追跡調査報告書」を提出していただきます。

相談・申請窓口：只見川電源流域振興協議会事務局（奥会津振興センター） 

電話：0241-42-7125   メール：webmaster＠okuaizu.net 

※奥会津振興センターが、本支援制度の意志決定組織である奥会津広域観光連携推進

会議の事務局を務めています。 
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1. 申請から事業実施者の選定まで 

 （１）申請 

・ 申請者は「様式１つながる奥会津実施計画書」を作成し、奥会津振興センター

（奥会津広域観光連携推進会議事務局）に提出します。 

・ 実施事業の選定は 8-9 月に開催の推進会議で行うことを基本としますので、

それまでに実施計画書を作成してください。 

・ 予算作成にあたっては、少なくとも 1 社の参考見積を取得してください（2 社

以上の相見積の取得が望ましい）。 

 

 

図 全体スケジュールイメージ 

 

 

 （２）ヒアリング 

・ 申請内容の詳細について、ヒアリングを行います。 

 

 

 （３）実施事業の選定 

・ 推進会議は、提出された「実施計画書」に基づき、実施事業を選定します。 

・ 「奥会津地域における広域観光連携の指針」p.3-4 に記載されている、「奥会

津地域が観光振興に取り組む意義」と「奥会津地域における広域観光連携の意

義」に合致することを確認の上、適合性、妥当性等の観点から実施事業を選定

します。 

・ 事業効果を高める観点から、異なる申請を統合し、1 つの事業としての実施を

決定する可能性があります。 

 

 

 （４）事業概要の確定 

・ 事業選定後、申請者と奥会津振興センターが協議を行い、事業実施体制や実施

方法等を調整します。 

・ 事業実施体制の検討にあたっては、幹事団体を定め、責任の所在を明確にする

ことが重要です。また、申請者独自の権利や、ノウハウ等の保護に配慮するこ

年度

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ・・・

推進
会議

奥会津
振興
ｾﾝﾀｰ

【推進会議①】
翌年度事業の選定

当年度実施事業の中間報告

申請者・センターで
事業実施体制・方法を調整

【推進会議②】
翌年度事業概要の確認
（実施事項、体制、ｽｹｼﾞｭｰﾙ、予算）

【推進会議③】
当年度事業の確認
前年度事業の評価

必要に応じて
業務受託者の選定

翌年度
予算編成

只電協総会
★
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ととし、具体的な対応は個別に協議します。 

・ 推進会議において、実施事項、実施体制、スケジュール、予算等の事業概要を

確認後、事業着手となります。 

・ 事業実施にあたっては、法令等に基づき、公募により業務受託者を選定する場

合があります。 

 

 

2. 事業実施中 

・ 実施者（業務受託者がいるケースはそれを含む）および奥会津振興センターは、

事業の進捗管理、「実施報告書」・「追跡調査報告書」の作成、その他情報共有等

のため、推進会議の場以外でも適切に連絡調整を行います。 

・ 実証事業の実施にかかる経費は、全額只見川電源流域振興協議会予算を充当し、

奥会津振興センターが予算の管理及び契約・支出行為を行います。 

・ 選定された事業の内容を変更（中止を含む）する場合は、奥会津振興センター

にご相談ください。対応を協議します。必要に応じて、推進会議に報告します。 

 

 

3. 事業評価と改善（Check、Action） 

 （１）実施報告 

・ 事業実施年度の２月末までに、実施者は「様式３つながる奥会津実施報告書」

を作成し、奥会津振興センター（奥会津広域観光連携推進会議事務局）に提出

します。 

 

 （２）事業評価と検証 

・ 推進会議は、評価・検証内容を「実施報告書」の「Ⅲ事業評価」欄に記入し、

実施者にフィードバックします。 

 

 （３）追跡調査 

・ 事業の実施状況を確認するため、実証事業完了年度の翌年度から３年間、追跡

調査を行います。 

・ 実施者は毎年会計年度終了後２０日以内に、「様式４つながる奥会津追跡調査

報告書」を作成し、推進会議に提出します。 

・ 推進会議は、提出された「追跡調査報告書」の内容を確認し、必要に応じて助

言等を行います。 

 

 （４）知見の共有 

・ 実施内容および事業評価の内容は、奥会津地域における広域観光連携を推進す

るにあたり貴重なモデルケースとなります。奥会津地域内で広く知見を共有す

るため、事例集の作成、成果発表会の開催などを想定しています。 
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IV. 各種様式 

1. 様式１ つながる奥会津実施計画書（類型A・B用）【記載例】 
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2. 様式２ つながる奥会津情報共有シート（類型C用） 
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3. 様式３ つながる奥会津実施報告書 

 



 

12 
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4. 様式４ つながる奥会津追跡調査報告書 
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